
【重度訪問介護】 【行動援護】 

( 対  象  者 ) ・重度の肢体不自由者で常時介護を要
する障害者(区分４以上) 

・知的障害又は精神障害により行動上著しい
困難を有する障害者等であって常時介護を
要するもの(区分３以上) 

( サ ー ビ ス 内 容 ) 
 

・身体介護､家事援助､見守り､外出時の
介護を総合的に提供 

・長時間の利用を想定 

・行動する際に生じ得る危険を回避するため
の援護、外出時における移動中の介護を提
供 

・８時間までの利用を想定 

( 報 酬 単 価 ) ・1,403単位          
 （7.5時間以上８時間未満） 

・2,487単位 
 （7.5時間以上） 

( 介 助 者 資 格 ) ・20時間の養成研修を修了    ・知的障害、精神障害の直接処遇経験２年以
上又は直接処遇経験１年以上 ＋ 20時間の
養成研修を修了 

( 研 修 内 容 ) ・介護技術、医療的ケア、コミュニ
ケーション技術など 

・障害特性理解､予防的対応､制御的対応､危険
回避技術習得等 

（参考）現行の制度内容  

障害者に対する支援（①重度訪問介護の対象拡大） 

○ 重度訪問介護の対象者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして 
   厚生労働省令で定めるもの」とする。                                【平成２６年４月１日施行】 

 
  厚生労働省令において、現行の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に 

   対象拡大する予定 
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